




（設置の日の翌日から

　　　　　　　　10日以内）

（保険関係が成立した日

　　　　　　から10日以内）

P10 P11

　雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届（P12参照）及び雇用保
険被保険者資格取得届（P13参照）を所轄の公共職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。

　労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共
職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料（保険関係が
成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額）を
概算保険料として申告・納付することとなります。



公共職業安定所（ハローワーク）で
は手続を行えません。

　の手続は公共職業安定所（ハロ
ーワーク）では行えません。

（保険関係が成立した日

　　　　　　から10日以内）

（設置の日の翌日から

　　　　　　　　10日以内）



１４

４

常時使用する労働者が
下の表に該当する事業主となります。

金融業

保険業

不動産業

小売業

卸売業

サービス業

その他の事業

５０人以下

１００人以下

３００人以下

業種 労働者数



（28.04）

　労働保険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます）と雇用保険とを総称した
言葉です。保険給付は両保険制度でそれぞれ行われていますが、保険料の納付等については原則
一体のものとして取り扱われています。労働者（パートタイマー、アルバイト含む）を一人でも
雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行
い、労働保険料を納付しなければなりません（農林水産の一部の事業は除きます）。
　詳しくはP１をご覧ください。

　加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続を行わない事業主に対して
は、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定（認定決定といいます）を行います。そ
の際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。
　また、事業主が故意または重大な過失により労災保険の加入手続きを行わない期間中に業務災害や
通勤災害が発生し、労災保険給付が生じた場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収（併せて追徴
金を徴収）するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
　詳しくはP７及びP８をご覧ください。

　労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率（労災保険率＋雇用保険率）を乗じた額で
す（１円未満切捨て）。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者
双方で負担することになっています。
　◎労災保険・・・全額事業主負担
　◎雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担（負担率についてはP１６をご覧ください）

　労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を会社の住所を管轄する
労働基準監督署又は公共職業安定所（ハローワーク）（※１）に提出します。そして、その年度
分（※２）の労働保険料（適用事業となった日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の
総額の見込額に、保険料率を乗じた額（１円未満切捨て）となります）を概算保険料として申告
・納付していただきます。
（※１）労働基準監督署または公共職業安定所（ハローワーク）の所在地は以下のアドレスから
　　　確認できます。
　　　　労働基準監督署　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
　　　　公共職業安定所（ハローワーク）　http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
（※２）労働保険では、４月１日から翌年の３月３１日を１つの年度としています。
　また、雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用
保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。
　詳しくはP２及びP３をご覧ください。　　　


